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第１ 公募趣旨に関する事項 
 

１ 趣旨 

本要項は、民間のノウハウや資金等を活用し、旧豊岡幼稚園（以下「本物件」という。）

を売却し、公有財産の利活用を担う事業者を選定するための条件及び手続きを示したも

のです。 

 

２ 背景 

本物件は、昭和４０年に建設され、昭和４７年には茂原市と旧本納町の合併後も地域の

幼児教育を担ってきましたが、教育・保育ニーズの多様化や少子化に対応するため、就学

前の教育・保育を一体とした認定こども園制度が開始したことにより、公立保育所・幼稚

園整備計画に基づき、令和２年度末をもって閉園となり、その役割を終えました。 

本市では、令和４年度に策定した茂原市公共施設等総合管理計画第２次アクションプ

ランにおいて、本物件は売却に向けて検討、条件整備を行うこととされており、サウンディン

グ型市場調査を実施し、民間事業者の意向確認等を行い、本募集要項に基づく公募型

プロポーザル方式による利活用事業者の募集を行うものです。 

 

３ 目的 

本事業は、本市の厳しい財政状況に配慮しつつも、将来的な地域の活性化、ひいては

本市の活性化につなげるために実施するものです。本物件を売却し、本市の財政的負担

を伴うことなく、民間事業者が事業を実施することで、本物件のもつポテンシャルを活かし

た利活用により、地域の活性化につながる創造的な拠点を作り出すことを期待しています。 

 

４ コンセプト 

本事業では、本物件が教育施設であったことや豊岡小学校が隣接していることを関連

付けながら、本市の魅力向上やブランディング、雇用の確保につながる拠点としての形成

を図るとともに、エリアの価値向上を目指します。 
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第２ 事業概要に関する事項 
 

１ 事業内容 

本事業は、市が選定された事業者に本物件を現状有姿で売却した上で、提案した事

業を実施するものとします。 

 

２ 決定方法 

公募型プロポーザル方式により、優先交渉権者を決定します。プロポーザルは、事業者

の基本的な考え方や与えられた条件下における提案をもとに評価し、最適な候補者を選

定するために実施するものです。提案はあくまでも優先交渉権者の選定を行うためのもの

であり、詳細な事業運営にあたり、よりよい事業実施に向けて協議していくことを前提とし

ます。 

 

３ 事業スケジュール 

内  容 日  程 

募集要項等の公表 令和 6年 12月 20日(金) 

現地見学会 令和 7年 1月 10日(金) 

募集要項等に関する質問書の受付期限 令和 7年 1月 24日(金) 

募集要項等に関する質問書の回答 令和 7年 2月上旬 

参加資格確認書類の提出期限 令和 7年 2月 14日(金) 

参加資格確認結果の通知 令和 7年 2月下旬 

提案書類等の提出期限 令和 7年 3月 21日(金) 

提案内容等に関するヒアリング 令和 7年 4月中旬 

優先交渉権者等の決定 令和 7年 4月下旬 

基本協定の締結 令和 7年 5月中旬頃 

契約の締結 令和 7年 6月下旬頃 

物件の引渡し 令和 7年 6月末頃 
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第３ 物件概要に関する事項 
 

１ 土地の概要 

本事業は、市が選定された事業者に本物件を現状有姿で売却した上で、提案した事

業を実施するものとします。 

土地の所在地 区分 
登記地目 

（現況） 

用途地域 

（建ぺい率/容積率） 

地積 

（延床面積） 

茂原市粟生野字南川間

2653番 1 
土地 

宅地 

（宅地） 

無指定 

（60％/200％） 
3,363.32㎡ 

 

２ 建物の概要 
施設名 区分 種類 構造 建築年 延床面積 

旧豊岡幼稚園 建物 教習所 
木造スレートぶき 

平家建 
昭和 40年 424.47㎡ 

附属建物 

（符号 1） 
建物 教習所 

木造スレートぶき 

平家建 
昭和 53年 172.24㎡ 

附属建物 

（符号 2） 
建物 教習所 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板ぶき平家建 
平成 7年 118.33㎡ 

附属建物 

（符号 3） 
建物 物置 

木造亜鉛メッキ 

鋼板ぶき平家建 
不明 6.88㎡ 

※詳細は、物件調書を確認してください。 

 

第４ 提案内容に関する事項 
 

１ 提案概要 

市は、次に示す提案を受け付けます。 

（１）事業のコンセプトについて 

（２）事業の実現性・継続性について 

（３）施設計画について 

（４）提案価格について 

（５）その他特記事項について 

 

２ 基本方針 

事業者は、本物件を市より買受け、以下の方針に基づき本事業を実施してください。 
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（１）本物件を現状有姿で買受け、事業者の負担により再活用することにより、財政負

担の軽減及び歳入の増加に寄与すること。 

（２）収益性のある自立した事業であること。 

（３）施設単位の価値の向上だけでなく、新たな事業によるイノベーションを通じて周辺

地域全体の価値向上につながる事業であること。 

 

第５ 売却条件に関する事項 
 

１ 売却の基本条件 

（１）最低売却価格  4,360,000円（税抜） 

【内訳】土地：4,044,000円  建物：316,000円 

・最低売却価格を下回る価格提案は失格とします。 

・最低売却価格は、税抜価格を表示していますが、建物部分に係る消費税及び地方

消費税相当額が別途かかります。 

・売却価格（契約価格）は、①入札書に記載された金額をもとに決定した土地価格

と②入札書に記載された金額をもとに決定した建物価格に建物価格の 10％に相

当する額を加算した価格の合計とします。 

・土地価格と建物価格の内訳は、最低売却価格の土地価格と建物価格の比率によ

り市が決定します。（比率：土地 92.8％、建物 7.2％） 

 

（例）5,000,000円で価格提案した場合、売却価格は 5,036,000円となります。 

ⅰ）比率により土地価格と建物価格を算出します。 

ⅱ）算出した建物価格に消費税相当額を加算します。 

内訳：土地価格  4,640,000円 

     建物価格    396,000円（360,000円+消費税相当額 10％） 

合計           5,036,000円 

 

（２）売却範囲 

「第３ 物件概要に関する事項」及び物件調書に記載のすべてを現状有姿で売却す

るものとします。 

（３）契約保証金 

契約締結前売買代金の１００分の１０以上（円未満切り上げ）を納付する必要があ

ります。 

（４）引渡し時期 

契約締結後、売買代金が完納されたときに土地、建物を引渡します。 
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（５）所有権移転時期 

契約締結後、売買代金が完納されたことが確認されたときに買受人の請求により、

市が所有権移転登記を行います。 

 

２ 売買の具体条件 

（１）禁止をする施設の用途 

①暴力団員による不同な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に定める暴力団、その他反社会団体及びそれらの構成員がその活動のた

めに利用する等、公序良俗に反すること。 

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に定める風俗営業及び同条第５項に定める性風俗特殊営業、その他

これらに類する業の用途に用すること。 

③政治的用途・宗教的用途に供する施設 

④地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供する施設 

⑤悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染等、近隣環境を損なうと予想される用途に供す

る施設 

⑥墓地・霊園・葬祭場等、近隣・周辺地域との調整が難しいことが予想される施設 

⑦居住施設 

（２）地域及び市への説明・報告義務等 

①優先交渉権者決定後、市と協議の上、地域住民を対象とした説明会を開催してく

ださい。 

②市は、上記（１）に定める義務の履行状況を確認するため、必要があると認めるとき

は、売買物件を調査し又は買受人から所要の報告を求めることができるものとしま

す。 

③買受人は、市から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する

登記事項証明書にその他の資料を添えて売買物件の利用状況を市に報告しなけ

ればなりません。 

④買受人は、正当な理由なく上記②及び③に定める実施調査等を拒み、妨げ若しく

は忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはなりません。 

（３）所有権移転の禁止 

買受人は、売買物件の売買契約締結日から起算して１０年以内に売買物件を第三

者に所有権移転をしてはなりません。ただし、止むを得ない事由により所有権を移転

する場合は、あらかじめ市と協議し、承認を得る必要があります。 
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（４）用途指定等の制限 

対象敷地は、本事業において提案した用途に供するものとし、引渡しの日から１０年

の指定用途期間が満了するまでの間の変更も認めません。ただし、止むを得ない事

由により提案書に記載した事項を変更する場合は、あらかじめ市と協議し、承認を得

る必要があります。 

（５）違約金の徴収 

上記（１）に定める義務を違反した場合は売買代金の３０％に相当する額を、上記（２）

に定める義務を違反した場合は売買代金の１０％に相当する額を違約金として市に

支払わなければなりません。 

（６）契約不適合責任 

①買受人が、引渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合し

ない場合（以下「契約不適合」という。）であっても、売買物件の修補の請求、売買

代金減額の請求、損害賠償の請求又は契約解除、その他一切の請求をすることは

できません。 

②買受人が消費者契約法（平成１２年法律第 61 号）第２条第１項に定める消費者

に該当する場合には、上記①の規定に関わらず、買受人は契約不適合の目的物の

修補の請求のみすることができます。ただし、建物付きの場合、建物が０円相当で

ある時は、買受人は建物（建物に付帯する諸設備等を含む。）について、修補の請

求をすることはできません。 

③上記②の請求の金額は売買代金を超えることはできません。 

④買受人は、売買物件の引渡し時から２年以内に契約不適合である旨の通知をしな

いときは、上記②の請求をすることはできません。ただし、市が引渡し時にその不適

合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません。 

（７）その他特記事項 

①土地に係る土壌汚染調査及び地質調査については、物件調書に記載がない限り、

市は実施していません。 

②物件は、現状有姿での引渡しとなります。したがって、工作物等（既存の立木、電

柱・支線、アスファルト、土留め及び砂利等）を含むものとし、越境物がある場合に

ついても現状有姿のまま引渡すこととなりますので、必ず各自で事前に現地確認を

してください。また、物件の地下埋設物及び地番調査は行っていません。 

③3,000 ㎡以上の土地の形質変更を行う場合は、原則として土壌汚染対策法（平

成１４年法律第１０４号）第４条による届出が必要になります。 

④アスベスト（石綿）含有建材の使用状況等については、物件調書に記載のとおりで
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すが、専門機関又は専門業者による詳細な調査は実施していません。また、アスベ

スト保温材やアスベスト形成版等の使用の有無を特定するための分析調査も実施

していません。 

⑤耐震診断については、物件調書に記載がない限り、市は実施していません。 

⑥建物等を解体撤去する場合は、建設工事に係る資材等の再資源化等に関する法

律（建設リサイクル法）（平成１２年法律第１３７号）に基づく届出が必要になるとと

もに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づき、

廃棄物の適正な処理が義務付けられます。 

⑦買受人は、売買物件に含まれる建物、工作物及び建物に付帯する諸設備等が現

状のまま引渡されることを十分理解し、これを使用する場合において必要となる修

繕や整備、安全性の確保については、自らの負担と責任において行うものとします。 

⑧電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈、切株の除去、フェンス・囲障・擁

壁・井戸等、地下・地中・空中工作物の補修・撤去等の負担及び調整は、物件敷地

の内外及び所有権等権利の帰属主体の如何を問わず、市は一切行いません。 

⑨売買物件に係る土地利用に関し、隣接土地所有者及び地域住民との調整等につ

いては、すべて買受人において行ってください。 

⑩土地の造成及び建物を建築するにあたっては、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）関係規定及び本市条例・開発指導要綱等を遵守する必要がありますので、

事前に関係機関にご確認ください。 

⑪買受人が、売買契約に定める義務を履行しないために、本市に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければなりません。 

⑫プロポーザルのために提出された書類等に記載された個人情報は、契約事務の

みに使用し、その他の目的には使用しません。ただし、契約に付す特約事項の確認

のため、千葉県警察本部へ情報提供する場合があります。 

 

第６ 応募資格要件に関する事項 
 

１ 応募者の資格要件 

（１）基本的要件 

応募者は、本施設を買受け、管理・運営できる企画力と資力を有する単独の法人格

を有する団体若しくは複数の法人格を有する団体で構成されるグループ（以下「共

同事業者」という。）とします。 

 



8 

（２）応募者の構成等 

本事業の応募者の構成等は次のとおりとします。 

①共同事業者を構成する法人は単独で応募することはできません。また、他の応募

者の共同事業者の構成員となることもできません。 

②提案資料提出後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めません。 

③共同事業者は、本市との協議において担当となる代表事業者を定め、構成員との

調整を行ってください。 

 

２ 応募者の制限 

応募者は、次の要件をすべて満たす必要があります。なお、共同事業者による応募につ

いては、代表事業者を含めたすべての構成員が満たす必要があります。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当するものでない

こと。 

（２）本市の入札参加資格を有している者は、公告の日から参加申込書提出締切日ま

での間、「茂原市建設工事請負業者等指名停止要領」に基づく指名停止を受けて

いないこと。また、本市の入札参加資格を有していない者は、同じ期間に同要領の

別表１及び別表２の各項に掲げる要件に該当していないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てをして

いないこと。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てをして

いないこと。 

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産の申立てをしていないこと。 

（６）電子交換所による取引停止処分を受けている者でないこと。また、募集開始の日

から前６か月以内に手形又は小切手の不渡り事故を出していないこと。 

（７）電子債権記録機関による取引停止処分を受けている者でないこと。また、募集開

始の日から前６か月以内に支払い不能を出していないこと。 

（８）直近１か年度分の市町村税を滞納していないこと。 

（９）応募者又はその役員が茂原市暴力団排除条例（平成２４年茂原市条例第１号）に

規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等並びに暴力団経営支配法人でないこ

と。また、応募者又はその役員が、暴力団、暴力団員又は暴力団員等並びに暴力

団経営支配法人等と密接な関係を有しないこと。 

（１０）応募者又はその役員が無差別大量殺人行為を行った団体の規則に関する法律

（平成１１年法律第１４７号）第５条に規定する観察処分の対象となっている団体又
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はその団体の役職員又は構成員でないこと。また、応募者又はその役員が当該団

体又はその団体の役職員又は構成員と密接な関係を有しないこと。 

（１１）応募者又はその役員が破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に規定する

破壊的団体及びその団体の役職員又は構成員でないこと。また、応募者又はその

役員が当該団体又はその団体の役職員又は構成員と密接な関係を有しないこと。 

（１２）応募者又はその役員が下請契約、資材・原材料等の購入契約又はその他契約

にあたり、その契約の相手方が前各号の規定に該当する者であると知りながらそ

れらの契約を締結していないこと。 

 

第７ 応募手続きに関する事項 
 

１ 現地見学会に関する事項 

（１）現地見学会の実施 

①開催日 

令和７年１月１０日(金)  

②申込受付期間・時間 

期間：令和６年１２月２０日(金)～令和７年１月９日(木) 

時間：９時から１２時まで及び 13時から１７時まで 

※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

③申込先 

茂原市総務部管財課公有財産管理室 

TEL:0475-20-1520  Email：kouyuuzaisan@city.mobara.chiba.jp 

④注意事項 

・現地見学会は１回限りで実施します。 

・受付は現地見学会開始時刻の１５分前から行い、雨天でも決行します。 

・施設の見学、設備状況の確認を行うことは可能ですが、施設に関する個別の質

問には回答しません。 

・開催日以外で現地見学の希望がある場合は適宜対応します。 

・申込みがなかった場合は、現地見学会を実施しません。 

・現地見学会に参加されなくてもプロポーザルには参加できますが、物件の状況は

すべて了知されているものとみなします。 
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２ 募集要項等に関する事項 

（１）募集要項等の配付 

①配付期間・時間 

期間：令和６年１２月２０日(金)～令和７年２月７日(金)  

時間：９時から１２時まで及び１３時から１７時まで 

※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

②配付場所 

茂原市役所４階 管財課公有財産管理室 

※市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。なお、郵送での配付はしません。 

（２）募集要項等に関する質問書の受付及び回答 

①受付期間 

令和６年１２月２０日(金)～令和７年１月２４日(金)  １７時まで 

②受付方法 

募集要項等に関する質問書（様式1）に質問事項を記入し、電子メールにより提出

してください。電子メール送信後は、提出先へ電話で受信確認をしてください。 

なお、電子メール以外の方法（口頭、電話、持参、郵送、FAX 等）での提出や指定

様式以外での質問は受け付けません。 

③提出先 

茂原市総務部管財課公有財産管理室 

Email：kouyuuzaisan@city.mobara.chiba.jp 

（３）質問者への回答 

質問に対する回答は、競争上の地位、その他正当な利害を害するおそれのあるも

のを除き、市公式ウェブサイトに掲載します。その際、質問者については公表しませ

ん。 

なお、意見や表明と解されるもの等には回答しないことがあります。 

 

３ 参加資格確認書類に関する事項 

（１）参加資格確認書類等の受付 

①受付期間・時間 

期間：令和７年１月２１日(火)～令和７年２月１４日(金) 

時間：９時から１２時まで及び１３時から１７時まで 

※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 
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②受付方法 

応募者は、次の書類を担当部署へ持参してください。なお、持参の際は提出日時を

事前に担当部署まで電話で連絡してください。 

③提出書類 

応募者は、提出書類を「参加表明書（様式 2）」を表紙とし順にまとめたうえで、正

本及び副本（正本の写し）を各１部提出してください。 

共同事業者の場合は、すべての構成員が様式 2、4、6 及び返信用封筒以外を提

出してください。なお、提出資料は返却しません。 

④参加表明書提出後の辞退 

参加表明書を提出後に辞退をする場合は、速やかに「参加辞退届（様式 9）」を提

出してください。 

（２）参加資格確認書類等 

提 出 書 類 名 称 

１ 参加表明書（様式 2） 

２ 法人概要書（様式 3） 

３ 委任状（構成員から代表事業者への委任）（様式 4） 

４ 誓約書（様式 5） 

５ 共同事業者構成員一覧表（様式 6） 

６ 資金計画書（様式 7） 

７ 業務実績調書（様式 8） 

 

添 付 書 類 名 称 

１ 定款 

２ 法人登記履歴事項全部証明書 

３ 印鑑証明書 

４ 滞納無証明書または直近 1か年度の納税証明書 

法人税・消費税、都道府県税及び市町村税の全税目に係るもの 

５ 会社案内、パンフレット等 

６ 財務諸表 

直近３期分の損益計算書・貸借対照表・注記表・株主資本等変動計算書 

７ 返信用封筒（長形３号・返信先記載・110円切手貼付） 
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（３）参加資格確認結果の通知 

市は、参加資格確認書類の受付後、参加資格の有無を確認・審査し、応募者（共同

事業者の場合は代表事業者）に対して「参加資格確認結果通知書」により、参加資

格の有無の結果を通知します。参加資格が「無」の結果のものに対しては、その理由

を付して通知します。 

 

第８ 提案書類に関する事項 

 

（１）提案書類等の受付 

募集要項等を十分踏まえたうえで、以下の内容に従って所定の書類等を整え、次の

とおり提出してください。 

①受付期間・時間 

期間：令和７年３月３日(月)～令和７年３月２１日(金) 

時間：９時から１２時まで及び１３時から１７時まで 

※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

②受付方法 

応募者は次の書類を担当部署へ持参してください。なお、持参の際は提出日時を

事前に担当部署まで電話で連絡してください。 

③提案書類等の受理等 

・参加資格確認結果通知書による参加資格「有」の者のみが提案書類等を提出

することができます。 

・共同事業者の変更及び追加はできません。 

・提案書類等提出後の追加・修正はできません。提案書類等に虚偽の記載があっ

た場合は失格とします。 

・提出された提案書類等は返却しません。 

④提案書類等提出にあたっての留意事項 

提案書類等の作成にあたっては、募集要項等の趣旨を理解し、十分に踏まえたも

のとしてください。 

各種提出書類（質疑含む。）の使用言語は日本語とし、単位はメートル法、数字は

アラビア数字を用いてください。 
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提 出 書 類 名 称 作 成 上 の留 意 点 

１ 提案書類提出書（様式１0） ・正本１部、副本１０部、電子データ一式をまとめた 

「CD-R」1部を用意してください。 

・A4版縦型フラットファイル等に綴り、頁番号を振 

ってください。A3版が含まれる場合は、外 3つ折 

り（Z折り）で綴じこんでください。 

２ 事業提案書（様式１1） 

3 価格提案書（様式１2） 

4 スケジュール（任意様式） 

5 事業収支計画書（任意様式） 

 

第９ 審査及び選定に関する事項 
 

１ 審査に関する事項 

（１）審査方針 

審査は、外部委員及び本市職員で組織された「茂原市空き公共施設利活用審査委

員会」（以下「審査委員会」という。）で行います。審査委員会では提案の審査を行い、

最優秀提案者及び次点提案者を選定します。なお、応募者が１社であっても審査委

員会は開催することとし、審査の結果「最優秀提案者なし」とする場合があります。 

審査委員会は応募者の企業秘密及び知的財産等を保護する観点から非公開とし、

議事内容についても非公開とします。 

（２）提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリングの実施 

提案書類等を提出した応募者から提案内容についての説明を受け、応募者に関する

事項や内容について確認するためのプレゼンテーション及びヒアリングを実施します。 

①開催日時 

令和７年４月中旬頃  ※詳細は別途通知します。 

②開催場所 

茂原市役所５階 会議室 

③実施方法 

・出席者は最大３名までとし、説明は応募者自らが行うものとし、提案書類等のほ

かパワーポイントを利用した説明を可能とします。ただし、パワーポイントの内容は、

提案書類等に記載された内容及びその補足事項に限ります。プロジェクター・スク

リーンは市で用意します。 

・提案内容確認のため、応募者に対して追加の資料提出を求める場合があります。 
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２ 審査基準 

（１）審査項目及び配点 

別表「旧豊岡幼稚園売却に係る公募型プロポーザル審査基準」に基づくものとしま

す。 

（２）提案価格の評価 

①提案価格 

買受けを希望する価格を価格提案書（様式１2）に記載し、提案してください。ただ

し、提案価格は以下の金額以上とすることを条件とします。 

 

提案価格の最低額    4,360,000円（税抜） 

 

②提案価格の評価点 

提案価格の評価は以下の算定式により得点を付与し、配点は 2０点です。計算に

おいては小数点第３位以上を有効点とします。 

 

提案価格の評価点 ＝ 
提 案 価 格   

最高提案価格 × 配点（20点） 

 

３ 選定に関する事項 

（１）優先交渉権者の決定 

市は、審査委員会の選定を受けて、令和７年４月下旬に最優秀提案者を優先交渉権

者、次点提案者を次順位優先交渉権者として決定します。優先交渉権者との交渉が

整わない場合及び優先交渉権者がその資格を喪失した場合、次順位交渉権者と交

渉を行います。 

（２）審査の通知・公表 

選定結果は、すべての応募者（共同事業者の場合は代表者）に対して結果を文書で

通知し、また選定結果をウェブサイトに公表します。優先交渉権者以外の選定結果は、

応募者名を伏せて公表します。 

 

４ 失格事項 

・提出された提案書類等に虚偽の記載があった場合又は期限内に提出書類が提出でき

なかった場合。 

・優先交渉権者決定までの間、審査委員会の委員及び本市職員に対して審査に関する
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はたらきかけを行う等、本公募に関する不正な接触の事実が認められた場合。 

・売買契約までに失格の要件に該当した者。（優先交渉権者として決定した場合も含む。） 

・選定理由、結果に対する問い合わせ及び異議等については一切応じません。 

 

第１０ 契約締結及び事業実施に関する事項 
 

１ 契約締結に関する事項 

（１）基本協定の締結 

優先交渉権者の決定後、速やかに市と優先交渉権者は提案書類等の内容及び双

方の協力義務を定めた基本協定を締結します。この際、提案内容等の変更は原則認

めません。ただし、提案内容に対して軽微な変更として市が認めた場合はこの限りで

はありません。基本協定の締結により優先交渉権者は「事業者」となります。 

 

２ 売買契約に関する事項 

（１）売買契約の締結 

基本協定締結後、普通財産譲渡申請書を関係書類添付のうえ、令和７年５月下旬頃

までに提出していただきます。売買契約の締結は、事業者の名義で原則 10 日以内

に行わなければなりません。 

なお、契約書作成に係る費用及び登記に必要な費用は事業者の負担とします。 

（２）売買代金の支払方法 

契約締結日までに契約保証金として、売買代金の１００分の１０以上（円未満切り上

げ）を全額納付していただきます。その後、売買代金と契約保証金の差額を市が発行

する納入通知書により市が指定する期日までにお支払いいただきます。ただし、事業

者の責務に帰すべき事由により契約が解除された場合は、契約保証金は市に帰属し、

事業者は契約保証金返還請求権を失います。 

 

３ 所有権の移転等 

・売買代金（遅延利息を含む。）が納入されたときに所有権の移転があったものとします。 

・所有権の移転登記は、買受人からの登記請求に基づき市が行います。 

※移転登記の名義は買受人です。途中で名義人を変更すること及び共有名義の場合に

持ち分割合を変更することは認めません。 

・契約書に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税は買受人の負

担となります。  
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第１１ 問い合わせ 
 

茂原市総務部管財課公有財産管理室（茂原市役所４階） 

〒297-8511  千葉県茂原市道表 1番地 

TEL：0475-20-1520 

FAX：0475-20-1602 

Mail：kouyuuzaisan@ｃity.mobara.chiba.jp 

URL：https://www.mobara.chiba.jp/0000008709.html 

※募集要項、応募書類は市公式ウェブサイトにも掲載しています。 

 

 

https://www.mobara.chiba.jp/000000

